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議  題 １ 追加議案等の提出について 

 

午後３時４７分 開会 

 

○委員長【中山真由美議員】  本会議に引き続き、お疲れさまです。ただいま

から議会運営委員会を開会いたします。 

 ここで、議長から御挨拶をお願いします。 

○議長【八島満雄議員】  本会議中でありますけれども、あと１日、一般質問

を残しております。４日までぜひ遂行できますように、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長【中山真由美議員】  次に、総務部長から、執行者側の説明をお願い

いたします。 

○総務部長【吉川武士】  それでは、よろしくお願いいたします。本日は、９

月３０日に追加提出させていただきます補正予算議案１件及びその他の議案１件

につきまして、御説明させていただきます。 

 初めに、補正予算１議案につきまして御説明申し上げます。補正予算及び予算

説明書をお開きいただき、５ページを御覧ください。 

○議案第３９号 令和４年度伊勢原市一般会計補正予算（第４号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に５億９５３７万

５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３６４億３１７１万８０００円とす

るものです。 

 初めに、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、２０ページ、２１ペ

ージを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、３款民生費です。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事

業費計上５億７９８６万８０００円は、エネルギーや食料品価格の高騰等の影響

を受けて生活が困窮している方を支援するため、住民税非課税世帯等を対象に、

国の給付金として１世帯当たり５万円を給付するほか、市として国の給付金に１

万円を上乗せして給付するものでございます。母子等福祉費追加４５０万円は、

新型コロナウイルス感染症の影響等により困窮している独り親家庭の子ども等を

対象に食事等の支援を行う事業者に対し、事業に要する経費の一部を補助するも

のでございます。児童コミュニティクラブ事業費追加６６万円、公立保育所運営

管理費追加１１万６０００円及び教育・保育推進事業費追加２３１万円につきま

しては、児童コミュニティクラブ、保育所、認定こども園等の児童福祉施設の職

員が、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合に早期に職場復帰で

きるよう、抗原検査キットを配布するものでございます。 

 続きまして、２２ページ、２３ページを御覧ください。９款教育費でございま

す。小学校保健事業費追加５２６万４０００円及び中学校保健事業費追加２６５

万７０００円は、教職員が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合

に早期に職場復帰できるよう抗原検査キットを配布するものでございます。 
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 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、１８ページ、

１９ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、１５款国庫支出金でございます。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支

援給付金給付事業費補助金計上４億５０００万円及び電力・ガス・食料品等価格

高騰緊急支援給付金給付事務費補助金計上３９８６万８０００円は、電力・ガ

ス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費計上の財源でございます。新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金追加１億５００万円は、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金地方単独分の交付限度額のうち、今回

補正計上した事業について追加するものでございます。 

 次に、１９款繰入金です。財政調整基金繰入金追加５０万７０００円は、今回

の補正予算により生じる一般財源の不足の調整を行うものです。 

 以上が、補正予算１議案についての説明でございます。 

 続きまして、その他の議案１議案につきまして御説明申し上げます。議案書を

御覧いただきたいと存じます。 

○議案第４０号 訴訟上の和解について 

 平成２８年４月１日付で横浜地方裁判所小田原支部に提起され、令和４年４月

６日付で東京高等裁判所に控訴されました、市立小学校内に設置されたプールで

の転倒事故における損害賠償請求事件につきまして、東京高等裁判所から職権に

よる和解勧告があったこと、本和解により控訴人と市との間の紛争が早期に解決

することを勘案し、訴訟上の和解をするため、提案するものでございます。 

 ２ページに和解の内容、また２ページから３ページに事件の概要を掲載してご

ざいますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

 以上で、９月定例会に追加提出いたします議案についての説明を終わらせてい

ただきます。 

 次に、伊勢原市議会１２月定例会の招集期日につきまして御報告申し上げます。

１２月定例会につきましては、１１月２８日月曜日に招集する予定でございます

ので、あらかじめ御承知おきくださいますようお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長【中山真由美議員】  以上で、執行者側の説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項についてを議題とし、事務局から内容を説明いたしま

す。局長。 

○議会事務局長【黒石正幸】  それでは、お配りしてございます、議会運営

委員会・議会側処理事項（９月２９日）を御覧ください。 

 １、令和３年度決算審査につきましては、各常任委員会において、いずれも

認定すべきものとの決定でございます。１０月４日の本会議において、委員長

報告の後、質疑、討論、採決を行うものでございます。 

 ２、請願・陳情の受理状況につきましては、新たな請願、陳情の提出はござ

いません。 

 ３、議員の派遣につきましては、１０月２１日に小田原市で開催されます、
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神奈川県市議会議長会定例会及び正副議長研修会に副議長を派遣するものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長【中山真由美議員】  議会側処理事項については、以上です。 

 次に、委員会付託についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。局

長。 

○議会事務局長【黒石正幸】  正副委員長と協議の上、議案の付託表の案を配

付してございますので、御覧いただきたいと思います。 

 先ほど執行者側から説明がありました市長提出議案第３９号及び第４０号につ

いて、付託省略するものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長【中山真由美議員】  それでは、お諮りいたします。議案の委員会付

託については、配付した付託表のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【中山真由美議員】  御異議ありませんので、付託表のとおり決定い

たします。 

 次に、議案の審議日程についてを議題といたします。議案第３９号及び第４０

号につきましては、９月３０日の本会議、一般質問終了後に提案説明、１０月４

日の本会議最終日に質疑、討論、採決を行うことで御異議ございませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【中山真由美議員】  御異議ありませんので、ただいまのとおり決定

いたします。 

 執行者側の案件は以上となります。お疲れさまでした。 

 

          〔執行部、議長退席〕 

 

○委員長【中山真由美議員】  議員の方は、この場にお残りください。 
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議  題  ２ 議長からの諮問事項について 

 

○委員長【中山真由美議員】  それでは続いて、議長から諮問されました２件

の案件につきまして、９月２日に議会運営委員会を開催し、既に御意見をお伺い

しているところです。 

 本日は２回目の開催となりますが、１件目は伊勢原市議会傍聴規則についてで

す。１回目の皆様からの御意見の要旨としましては、現在は国においては陽性者

の件数把握についての見直しをかけている。まさにウィズコロナ、アフターコロ

ナに対応した最近の動きである。このような観点から、コロナ禍で実施してきた

傍聴者への氏名、住所等の提出については、この際、従前のように不要としては

いかがかと考える。また、コロナの安全対策は引き続きしていかなければならな

い、状況を見ながらの判断でよいのではないかとの御意見がありました。 

 そのほかに御意見等があれば、お伺いいたします。 

○委員【宮脇俊彦議員】  私も従来と同じように、書かずに傍聴できるという

ふうに、私、前回休んで、来られなかったので、そうしてほしい、それがいいと

思います。 

○委員長【中山真由美議員】  ほかに。 

○委員【橋田夏枝議員】  いせはら未来会議を代表しまして、傍聴の際の記名

は省略してよろしいのではないかということでした。国の大きな指針に従ってと

いうことです。 

 以上です。 

○委員【小沼富夫議員】  私も橋田委員と同じ考えであります。ここで委員長

の考えを聞きたいんですが、これが、もしこの後決定したら、いつからスタート

というか、執行されるのかを、委員長の考えを聞かせてもらいたいと思います。 

○委員長【中山真由美議員】  皆様の御意見を伺い、同意された際には、次回

の本会議からこのような内容で進めさせていただきたいと思っております。皆さ

んの御意見を伺ったところ、ほぼ同じような方向性を見いだしておりますので、

この件につきましては、次回の１２月本会議からこのような形で実施してまいり

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【中山真由美議員】  それでは、２件目といたしまして、一般質問に

ついてです。議長から、現在申合せとなっている一般質問時間６０分について、

見直しに向けた協議をお願いしたいとの意向がございました。前回の皆様からの

御意見の要旨では、議会においても新しい生活様式を生活の一つとして継続すべ

きと考えます、また健康面でも、議場では水分が取れないので水分の補給や、空

気が乾燥している中で水分を取ることによって体調管理もしやすい、また、ウィ

ズコロナ時代に新しい形の一般質問を提案するのであるが、これからの一般質問
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は１人終了ごとに休み時間を設けたらどうかと求められていると考える、新たな

感染症が発症しても対応できる議会運営が可能だと考える、このような御意見が

ございました。 

 そのほかに御意見があれば伺います。 

○委員【宮脇俊彦議員】  私は、一般質問というのは、議員は年４回しか一般

質問というのはなくて、貴重な、従来なら１時間やるというふうにやってきてい

るので、これはぜひ残して、やはり私たち議員の意見が市政に反映しやすくする

というふうにしたほうがいいと思います。ですから、今の４５分というのはやめ

て、１時間に、元に戻すというのがいいと思います。 

○委員【橋田夏枝議員】  私たちの会派としましては、４５分というのにこだ

わるのではなく、例えば５０分になったところでもいいんですが、１人、一般質

問が終わったら小休憩を入れるという、このリズムでいけたらいいねということ

が一致していましたので。 

○委員【舘大樹議員】  橋田委員の意見と同意見でございます。 

○委員長【中山真由美議員】  それでは、２回目開催いたしました一般質問に

ついては、やはりまだ意見の食い違い等も見られますので、この件に関しまして

は、引き続き議会運営委員会正副で整理をさせていただきまして、参考にさせて

いただきたいと思います。 

○委員【小沼富夫議員】  まだ食い違いというのも、時間を出されたのは、今、

宮脇委員が６０分という話をされました。我々はまだ時間を言っておりません。

今、橋田委員も休み時間を設けるという話がありましたけれども、休み時間を何

分にするであるとか、質疑と答弁を何分にするとかという数字は出てなかったか

なと思う。うちの創政会も出しておりません。でありますから、３回目にはそろ

そろそういう形の中で、いせはら未来会議も創政会も、今、共産党からは出まし

たので、数字を出していいのかなと。数字を出しながら、その理由を言いながら

３回目の協議をしたいと思いますので、ぜひそれを宿題にしていただければ。 

○委員長【中山真由美議員】  それでは、再度確認いたしますが、１名終わっ

た後に休憩というか、感染対策といいますか、そういう空気の入替えをするとい

うことは、皆様一致でよろしいですね。（「いいです」の声あり）その後に、時

間に対しては次回の議会運営委員会で再度協議させていただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 本日予定した案件は、以上です。これをもちまして、本日の議会運営委員会を

閉会いたします。 

 

午後４時６分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 令和４年９月２９日 
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                    議会運営委員会 

                    委員長  中 山 真由美 


